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　我が国の人口は、世界でも例を見ない急速な少子高齢化が進んでおり、平成28年10月1日時点での65歳
以上の高齢者は3,459万人、総人口に占める割合は27.3％となった。今後もこの高齢化率は上昇を続ける
と見込まれています。また、15歳から64歳の人口（生産年齢人口）は、2065年には総人口の51.4％とな
ると推計されています。
　これに伴って、労働力人口の減少も見込まれ、日本経済の活力低下、若年世代に対する社会保障負担の
増加、医療費等の財政負担の増加など、様々な問題点が指摘されています。
　現在の高年齢者は昔に比べ体力や能力も高く、また平均寿命も延びていることから、高年齢者の知識、
技能、経験等の能力を適正に評価し、十分に活用することが必要となっています。同時に体力や余命に応
じて高年齢労働者自身にも意欲と能力を活かすための自主努力が求められる時代になってきています。

　平成28年１年間の死亡状況が今後変化しないと仮定したときに、各年齢の人が１年以内に死亡する確率や平均してあと何年生きられるか
という期待値などを、死亡率や平均余命などの指標によって表したものです。

高齢化の推移と将来推計

平均余命表

( ）

年齢 男 女 年齢 男 女 年齢 男 女

40 41.96 47.82 56 27.13 32.60 72 14.25 18.27

42 40.04 45.87 58 25.38 30.75 74 12.84 16.58

44 38.14 43.94 60 23.67 28.91 76 11.46 14.94

46 36.25 42.02 62 21.99 27.09 78 10.15 13.35

48 34.38 40.11 64 20.35 25.28 80 08.92 11.82

50 32.54 38.11 66 18.76 23.49 82 07.78 10.38

52 30.71 36.33 68 17.22 21.73 84 06.74 09.03

54 28.91 34.46 70 15.72 19.98 86 05.82 07.78

資料：厚生労働省「平成28年　簡易生命表」
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Ⅱ
西暦の年数 作成の仕方 現在の状況 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

家
　
　
族

年
　
　
齢

本　　　　　 人（ 夫 ） ・まず「夫婦」の年齢を平均余命まで
・「子供」は就職、結婚など経済的に独立するまで
主な年齢
　　　　中学入学　12歳　　結婚　男性　31.1歳
　　　　高校入学　15歳　　　　　女性　29.4歳
　　　　大学入学　18歳
　　　　就職　　　22歳　　　　　　　　　（2014年人口動態統計）

50歳 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

配　　偶　　者（妻） 47歳 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

第 １ 子 大学生20歳 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

第 ２ 子 高校生17歳 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

予 定 行 事

★収入・支出に関係する家族の予定（希望）行事
・子供進学、卒業、就職、結婚　　　　・マイホームの新築、改築
・職業上の変化（定年・再就職・引退）・車の購入、買い替え
・年金の支給開始（夫・妻）　　　　・記念旅行
・家族の増減　　　　　　　　　　　・その他

長
女
大
学
入
学

就
職

長
男
大
学
卒
業

長
女
成
人
式

（
記
念
旅
行
）

銀
婚
式

就
職

長
女
大
学
卒
業

就
労（
海
外
旅
行
）

定
年
退
職
継
続

住
居
一
部
改
築

長
男
結
婚

車
買
換
え

長
女
結
婚

年
金
受
給
開
始

勤
務
終
了

受
給
開
始

妻
国
民
年
金

①
　
生
　
涯
　
経
　
済
　
プ
　
ラ
　
ン
（
予
測
）

収
　
　
入

経
常
収
入

給 与 等 の 収 入 ★ 1 年間の金額
・税込み額で
・将来の昇給、降給が見込まれるときは見込む、不明なら現在程度で

推移するとする
・再就職が未定のときは働かないものとして
・「年金」は、公的年金、共済年金、企業年金を合算して記入
・個人年金は「その他の収入」へ記入
・「一時収入」は退職一時金、雇用保険給付、生命保険満期返戻金な

ど

700 710 720 730 740 700 700 700 700 700 276 192 192 192 192 48

年 金 の 収 入 179 239 239 210

そ の 他 の 収 入 102 109 109 109 109 137 80 80 80

配 偶 者 の 収 入 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 24 58

一 時 収 入 1,868

計（Ａ） 796 806 816 826 836 796 796 796 796 796 2,342 397 397 325 301 364 319 319 348

支
　
　
　
　
出

日
常
生
活
費

消費
支出

基本生活費 ・家族数に増減がなければ現在額程度で推移する 256 259 259 259 259 260 260 260 260 260 252 249 249 249 249 210 197 197 197

自己実現費 181 186 186 186 186 167 161 161 161 161 142 135 135 135 135 113 105 105 105

税 金・ 保 険 料 ・退職年は退職金の税金を加算する 142 143 143 143 143 142 142 142 142 142 102 89 89 89 89 49 36 36 36

一
　
時
　
支
　
出

住 宅 関 係 ・購入、新築、増改築 500

レジャー・生きがい ・趣味、スポーツ、旅行など 100

子 ど も 関 係 ・教育関係一時費用、結婚費用援助 100 200 100 120 100 200 200

医 療 関 係 ・入院費、義歯など

耐 久 消 費 財 ・車の買い替えなど 20 20 200 20

そ　　 の　　 他

ロ ー ン 返 済 ・住宅ローンほか返済額（元利合計） 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 385

計（Ｂ） 759 868 768 788 768 669 643 643 643 643 1,001 1,173 873 473 473 392 338 338 338

収支のバランス（Ａ－Ｂ） ・マイナスのときは△印→「貯蓄残高」の取り崩し 37  ▲ 62 48 38 68 127 153 153 153 153 1,341 ▲776 ▲476 ▲148 ▲172 ▲28 ▲19 ▲19 10

貯 蓄 残 高
・前年の「貯蓄残高」に当年の「収支差額」をプラスまたは
　マイナスする 1,644 1,582 1,630 1,668 1,736 1,863 2,016 2,169 2,322 2,475 3,816 3,040 2,564 2,416 2,244 2,216 2,197 2,178 2,188

借 入 金 残 高
・前年の「借入金残高」から当年の「ローン返済額」を差し引く。
「借入金残高」を元金で記入する場合は、年間の「ローン返済額」か
ら利息相当額を控除した額を差し引く。

1,160 1,080 1,000 920 840 760 680 600 520 440

経 済 プ ラ ン（ 対 応 型 ） 支出減、収入増の両面から対策を
60歳以降の継続勤務のための能力開発

退職金の運用研究
妻60歳までのパート勤務継続

継続勤務（再雇用・再就職）

②　 心 身 の 健 康 管 理 プ ラ ン
減塩→塩分控える
とにかく歩く→タクシーに乗らない、一日１万歩歩く、駅でエスカレー
ターに乗らない

●血圧が高い
●毎日晩酌ビール 2 本
●運動不足

駅までバスを止め徒歩通勤、休日は１日１万歩歩く
休肝日週２日

年１回は夫婦で人間ドッグ

③
キ
ャ
リ
ア
関
係
プ
ラ
ン

職 務 キ ャ リ ア 開 発
・担当職務の第一人者になる　　　社外でも通用する専門性
・自分の職業能力を身につける　　転職・再就職に備える　　→
・ライフワークの夢を実現する　　終生の取り組み

・大学、専門学校入学
・資格取得
・通信・通学講座受講
・技能・技術の習得

●職務多忙で特にやって
　いない

職務能力開発に努める　　　　　　　　　　　
パソコンの技能取得向上（パソコン教室に入る）
資格取得（情報処理技術者・社会保険労務士）　

生活の仕方キャリア開発

現在やっていること
趣味・スポーツ
家族関係
地域活動
ボランティア活動

 

こ
れ
か
ら

 

や
り
た
い
こ
と

●子供・妻との対話少ない
●地域活動つき合いなし
●趣味少ない

週２～３回は家族と夕食を共にする
ボランティア活動（地域活動）を始める

囲碁・つりを始める

家計を同一にする家族を記入する

（註）１．「一時収入」の2027年は退職金、「その他の収入」の2027年以降は、個人年金（80万）、高年齢雇用継続給付（2027年～2032年）
　　　　および高年齢求職者給付金（2032年）
　　２．2026年の借入金残高と、2027年のローン返済額との差は繰上げ返済による利息返済減少分。
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②目標をつくる　

③実行する　　　

　　　

ライフプランは、家庭状況の変化や、社会情勢の変化、定年後に働くあるいは働かないなど、見直しや修正が必要となりますので、
パソコンでの作成がおすすめです。

■作成の手順■ ■作成の効果■

漠然とした

将来の不安

問題点
　　　　が明確化
対　策

　　　　安　心　感
不安が　　　　　　　に変わる
　　　　生活のハリ

ライフ・プラン

の作成
単位：万円
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Ⅱ

日常生活費の目安

　総務省の家計調査報告における高齢期の月間家計支出（2016年　平均値）を参考にしてみましょう。
　支出には、生活するうえで使う消費支出以外に、税金、年金、各種保険料などのように家計として支出

計画に入れておく必要のある非消費支出があります。

■世帯主の年齢階級別（二人以上の世帯） ■高齢夫婦（無職）

年齢 50～59歳 60～69歳 70歳以上
夫65歳 以 上・ 
妻60歳以上

世帯人員 3.25 2.72 2.38 2

世帯主の年齢 54.4 64.9 76.9 75.2

消 

費 

支 

出

食料 78,911 75,244 68,238 64,827

住居 15,388 16,330 14,216 14,700

光熱・水道 22,772 21,901 20,920 18,851

家具・家事用品 11,317 10,802 9,233 9,017

被服・履物 14,246 9,754 6,959 6,675

保健医療 11,590 14,936 14,773 15,044

交通・通信 54,166 36,399 24,698 25,256

教育 24,436 1,469 531 1

教養・娯楽 30,897 27,508 24,643 26,303

その他消費支出 79,230 62,940 54,440 57,016

Ｂ　消費支出合計 342,952 277,283 238,650 237,611

■単身世帯 ■高齢単身（無職）　　　

年齢60歳以上

世帯主の年齢 58.6 73.9

消 

費 

支 

出

食料 39,808 36,982

住居 20,169 13,092

光熱・水道 11,028 12,577

家具・家事用品 5,343 5,384

被服・履物 5,554 4,522

保健医療 6,720 8,016

交通・通信 18,640 14,378

教育 12 21

教養・娯楽 19,230 17,718

その他消費支出 32,406 36,862

Ｂ　消費支出合計 158,911 149,552

◆非消費支出

　　◆必ず出費となる

税

住民税

所得税

固定資産税

自動車税

厚生年金

社
会
保
険

国民年金

健康保険料

介護保険料

雇用保険料

他

　　◆見直しにより節約可能

個
人
保
険

生命保険料

損害保険料

火災保険料

他
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Ⅱ
※14～15ページ参照

現　在
給与低下が
あった場合

年金が主な
収入の場合

経営収入

給与（本人）

給与（配偶者）

高年齢者雇用継続給付金※

年金

その他収入

Ａ　収入合計

消 

費 

支 

出

基
本
生
活
費

項　目 内容例

食費 食料、飲料、外食

住居費 家賃、設備修繕維持

光熱・水道費 電気、水道、ガス、灯油

家具・家事用品費 家具、食器、洗剤

被服・履物費 洋服、下着、靴

保健医療費 診療代、医薬品、理美容

交通・通信費 交通費、電話、郵便、マイカー維持費

その他 ローン返済

自
己
実
現
費

教養・娯楽

おこづかい、書籍、習い事代、
入場料、運動用具、旅行など
基本生活費に含まれない支出

その他

Ｂ　消費支出合計

非
消
費
支
出

税

5 ページの「◆非消費支出」を参照社会保険料

個人保険料

その他

Ｃ　非消費支出合計

Ｄ　実支出合計　Ｂ＋Ｃ

収支　Ａ－Ｄ

☆併せて資産（預貯金、証券、保険、不動産など）と負債（借入金残高など）を整理してみましょう。

☆一時支出（増改築、自動車購入、入院費、結婚費用など）も考えてみましょう。
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広域求職活動費
短期訓練受講費
求職活動関係役務利用費

求職活動支援費
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◆被保険者となるのは…

　労働者を一人でも雇っている事業所（法人でない５人未満の農林水産業は当分の間暫定任意適用）は適用事

業所となり、そこに雇用される労働者は、原則としてその意思にかかわらず被保険者となります。

　ただし、次の人は除外されます。

①　１週間の所定労働時間が２０時間未満である者（日雇労働被保険者に該当する者は除く。）

②　同一事業主の適用事業に継続して３１日以上雇用されることが見込まれない者（日雇労働被保険者に該当す

る者は除く。）

③　季節的に雇用される者であって、４か月以内の期間を定めて雇用される者又は１週間の所定労働時間が

３０時間未満の者

④　昼間学生

⑤　船員法第１条の船員であって、漁船（政令で定めるもの）に乗り組むために雇用される者（１年を通じて

船員として雇用される場合を除く。）

⑥　公務員、これに準する者のうち、退職時の手当の内容が他の法令、条例等により雇用保険の失業拾付の内

容を超える者

◆被保険者の種類は４種額…

①　一般被保険者　　②　高年齢継続被保険者　　③　短期雇用特例被保険者　　④　日雇労働被保険者

◆保険料の負担は…

　賃金総額に、その事業に適用される雇用保険料率（下表参照）を乗じた額となります。

　なお、４月１日において満６４歳以上の一般被保険者の保険料は免除されます。（平成３１年度分まで免除）

6／1,000

7／1,000

8／1,000

09／1,000

11／1,000

12／1,000

3／1,000

4／1,000

4／1,000

平成29年度の雇用保険料率
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※　受給期間の延長の手続きは、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から、
受給資格に係る離職日の翌日から4年を経過するまでの間（延長後の受給期間が4年に満た
ない場合は当該期間の最後の日までの間）に、受給期間延長申請書に離職票2と受給期間延
長理由が確認できる証明書等を添え安定所に申請することになります。

当初の受給期間（１年間）

離職日

30日

前事業所

延長申請期間

延長後の受給期間（１年間）

職業に就くことができない期間200日間 延長された期間200日間

本来の
受給期間満了日

延長後の
受給期間満了日
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2,470

4,940

12,140

2,470

4,940

10,920

4,940

12,140

4,940

10,920

6,710

7,455

8,205

7,042

13,420

14,910

16,410

15,650

1,976

2,470

といった

29 8 1

※H29.3.31以前に離職した場合はカッコ内となります。

※

※

25
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※賃金日額に上限額・下限額があります。

6,070

4,914

1,821

1,474

７０％

29
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原則事業主を通じて行います。
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357,864

25

1,976

６０歳以降
各月の賃金

６０歳到達時等賃金月額（賃金日額×３０日分）

469,500円以上 ４５万 ４０万 ３５万 ３０万 ２５万 ２０万 １５万

３５万 0 0 0 0 0 0 0 0
３４万 7,922 0 0 0 0 0 0 0
３３万 14,454 4,917 0 0 0 0 0 0
３２万 20,992 11,456 0 0 0 0 0 0
３１万 27,528 17,980 0 0 0 0 0 0
３０万 34,050 24,510 0 0 0 0 0 0
２９万 40,600 31,059 6,525 0 0 0 0 0
２８万 42,000 37,576 13,076 0 0 0 0 0
２７万 40,500 40,500 19,602 0 0 0 0 0
２６万 39,000 39,000 26,130 0 0 0 0 0
２５万 37,500 37,500 32,675 8,175 0 0 0 0
２４万 36,000 36,000 36,000 14,712 0 0 0 0
２３万 34,500 34,500 34,500 21,252 0 0 0 0
２２万 33,000 33,000 33,000 27,764 3,278 0 0 0
２１万 31,500 31,500 31,500 31,500 9,807 0 0 0
２０万 30,000 30,000 30,000 30,000 16,340 0 0 0
１９万 28,500 28,500 28,500 28,500 22,876 0 0 0
１８万 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 4,896 0 0
１７万 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 11,441 0 0
１６万 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 17,968 0 0
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なお、日本国籍を有する海外に居住する20歳から65歳までの方も任意加入できます。

29 16,490

平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け

取ることができます。

国民年金から支給される基礎年金には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の３種類があります。

29 （平成２９年４月現在）

7 7 9 , 3 0 0 6 4 , 9 4 1

7 7 9, 3 0 0
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　老齢基礎年金の支給開始年齢は６５歳からですが、６０歳以上６５歳未満の間に繰上げて受給することがで

きますし、６６歳以降７０歳までの希望するときから、受給を繰下げて開始することもできます。この場合

は、月単位の請求時又は申し出時の年齢に応じて下表の割合で減額又は増額した年金となります。

１　いったん繰上げ請求すると取消ができない。

２　いったん繰上げ受給した場合、減額された年金額のままに生涯継続受給となる。

３　受給権が発生した後は、原則として障害基礎年金は受けられない。

老齢基礎年金の繰上げ請求の際の留意事項
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　老齢基礎年金の受給資格期間は25年ですが、この25年の資格期間を満たせない人には、生年月日など

に応じて15年から24年に短縮するための特例があります。又、平成29年8月1日からは、資格期間が10

年に短縮されます。あなたが老齢基礎年金の資格期間を満たしているかどうかを、次のチャート図で確

認してみて下さい。
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29

18.300％ 18.300％
13.300％～
　15.900％
　の範囲内

13.300％～
　15.900％
　の範囲内
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46

46

46

46

46
46

46
46

46

46

46

○　就労している７０歳以上の人の給料（報酬）や賞与について、事業主が届出をし、それに基づ

いて上記の計算がされます。

　　なお、７０歳以上の人の給料（報酬）賞与は、保険料賦課の対象とはなりません。

○　昭和１２年４月１日以前生まれの老齢厚生年金の受給権者については、平成２７年１０月から在職

中は一定の激変緩和措置を設けたうえで、在職老齢年金が適用されています。
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1,625

224,300

224,300

33,100 165,500
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257,400

257,400

257,400

257,400

257,400

176,524

170,468

164,412

158,580

152,524

146,468

140,636

134,580

128,524

122,692

116,636

110,580

104,748

98,692

92,636

86,804

80,748

74,692

68,860

62,804

56,748

50,916

44,860

38,804

32,972

26,916

20,860

15,028

0

257,400

290,500

323,600

356,600

389,800

389,800

389,800

389,800

389,800

389,800

389,800

389,800

389,800

389,800

389,800

389,800

389,800

389,800

389,800

389,800

389,800

389,800

389,800

389,800

（平成29年4月現在）
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（ただし受給資格期間が25年以上満たしている場合に限る）
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29
28

28
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1.65

9.92 29

29

協会けんぽは

29

1.65

9.92 29

29

協会けんぽは
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所得割
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分　類 チェックポイント項目

重要度
高　◎
中　○
低　×

給与・待遇
収入は最低いくら必要か

休みが自由にとれたほうがよい

仕事内容

これまでと同じような仕事がよい

技能、知識、資格等を活かした仕事がよい

社会貢献できるような仕事がしたい

自分のペースでできる仕事がよい

今までとは全く違った仕事がしたい

からだを動かして行うような仕事がよい

労働条件

フルタイムで働きたい

非常勤やパートタイムなどの仕事がよい

残業の多い仕事は避けたい

交代制勤務や不規則勤務は避けたい

職場環境

同世代の従業員が多い職場が良い

過度に負担の多い仕事は避けたい

対人関係に気を使わない職場がよい

福利厚生のしっかりした会社で働きたい

勤務地 通勤に便利な職場で働きたい

将来性
経営内容、発展的な会社で働きたい

企業規模は大きいほうがよい

私の希望

重視したい項目が他にもあればリストアップし、希望する条件をできるだけ具体的に把握する。

重要度の高い項目をみて、家族の希望や雇用情勢や労働市場はどうなっているかなど確認してみる。
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29 1.86

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

1.68

1.41 1.43 1.43 1.43 1.45
1.48 1.49 1.51

0.47
0.64

0.85

1.03

1.22
1.34 1.39

1.50

0.43

21 22 23 24 25 26 27 28

0.54
0.69

0.76

0.89
0.95 0.96 1.031.70 1.70 1.72

1.77
1.82 1.86 1.86

H28.11 H29.112 2 3 4 5 6
0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

（パートを含む常用）

27 280.96

1.03

1.50

28 23.5 26.7

15.9
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①求人番号

⑤雇用期間

⑥必要な経験等・免許資格

⑦年齢

②就業場所

③仕事の内容

⑧賃金形態
月 給 制：１ヶ月単位の定額で支給されます。
日 給 制：１日の定額で労働日数分が支給されます。
時間給制：１時間の定額で労働時間分が支給されます。

⑬選考結果

⑭試用期間

④雇用形態

⑮求人条件特記事項・備考

⑩加入保険等

⑪休日・週休二日制

分からないことがあれば
お気軽に窓口で
ご相談ください。

⑫選考方法

⑨通勤手当
「実費（上限なし）」　　　　　実際に通勤にかかる費用が全額支給されます。
「実費（上限あり）」　　　　　上限額を限度に実際に通勤にかかる費用が支給されます。
「なし」　　　　　　　　　   通勤手当は支給されません。

※就業場所の地図は
　求人票の裏面に
　あります。

正社員に限らず、正社員と同じ就業時間の従業員
のことを指します。
（雇用形態にかかわらずフルタイム求人になります。）

フルタイムより就業時間が短い従業員のことを
指します。

ハローワークインターネットサービスについて

・事業所がインターネットへの掲載に同意した求人のみ検索可能です。

・事業所の希望により閲覧できない箇所があります。紹介希望の際は求人番号を控えて窓口へ

　ご相談ください。なお、求人事業所名等は、事業所がインターネット上で提供することを希

　望した場合に限り掲載しています。事業所名が載っていない求人については、電話でお問い

　合わせいただいてもお答えすることが出来ません。

全国のハローワークで受理した求人がインターネットで検索できる求人情報サービスです。

月給制＝フルタイム、時給制＝パートタイムではありません。

ハローワークでの問合せに
必要な番号です。

不明な点は相談窓口でお尋
ねください。事業所の担当
者に内容を確認いたします。

各種保険は加入基準が異なり
ます。基本的な情報を知って
おくと良いでしょう。 

休日となる曜日が固定してい
るものは、その曜日が表示され
ます。会社カレンダーによるも
のやローテーションによるもの
などがあります。週休二日制
は、その形態を表示しています。  

面接の他、筆記試験等を行う
場合もあります。最近では書類
選考で面接前に応募書類を先
に送るケースも増えています。

多くの企業で試用期間を設け
ています。試用期間中は賃金
等の条件が異なることがあり
ます。よく確認しましょう。

応募方法、書類の送付先など
重要なことが記載されている
場合があります。
漏らさずに確認しましょう。

応募者の数によって多少遅れ
るときがあります。面接時にい
つ頃結果が出るか確認するの
も良いでしょう。

あらかじめ雇用する期間が
設定されている求人があ
ります。この場合契約更
新の有無等の情報は備考
欄に掲載されています。

求人者が最も重視する条件
の一つです。あなたの経
験・資格と照らし合わせて
みてください。「○○であ
れば尚可」「○○優遇」の
場合もありますが、基本的
には条件を満たしている方
を望んでいると思った方が
良いでしょう。

年齢制限がある場合でも緩
和される場合もあります。
窓口でご相談ください。

・正社員
・正社員以外（契約社員、
準社員、嘱託等）

・派遣社員（有期雇用、無期
雇用）
・パート　などがあります。

実際の就業場所です。
900

代 表
者 名

法 人
番 号

代表取締役社長　名古屋一郎 0000000000000

900 900

900

求人票の見方
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①求人番号

⑤雇用期間

⑥必要な経験等・免許資格

⑦年齢

②就業場所

③仕事の内容

⑧賃金形態
月 給 制：１ヶ月単位の定額で支給されます。
日 給 制：１日の定額で労働日数分が支給されます。
時間給制：１時間の定額で労働時間分が支給されます。

⑬選考結果

⑭試用期間

④雇用形態

⑮求人条件特記事項・備考

⑩加入保険等

⑪休日・週休二日制

分からないことがあれば
お気軽に窓口で
ご相談ください。

⑫選考方法

⑨通勤手当
「実費（上限なし）」　　　　　実際に通勤にかかる費用が全額支給されます。
「実費（上限あり）」　　　　　上限額を限度に実際に通勤にかかる費用が支給されます。
「なし」　　　　　　　　　   通勤手当は支給されません。

※就業場所の地図は
　求人票の裏面に
　あります。

正社員に限らず、正社員と同じ就業時間の従業員
のことを指します。
（雇用形態にかかわらずフルタイム求人になります。）

フルタイムより就業時間が短い従業員のことを
指します。

ハローワークインターネットサービスについて

・事業所がインターネットへの掲載に同意した求人のみ検索可能です。

・事業所の希望により閲覧できない箇所があります。紹介希望の際は求人番号を控えて窓口へ

　ご相談ください。なお、求人事業所名等は、事業所がインターネット上で提供することを希

　望した場合に限り掲載しています。事業所名が載っていない求人については、電話でお問い

　合わせいただいてもお答えすることが出来ません。

全国のハローワークで受理した求人がインターネットで検索できる求人情報サービスです。

月給制＝フルタイム、時給制＝パートタイムではありません。

ハローワークでの問合せに
必要な番号です。

不明な点は相談窓口でお尋
ねください。事業所の担当
者に内容を確認いたします。

各種保険は加入基準が異なり
ます。基本的な情報を知って
おくと良いでしょう。 

休日となる曜日が固定してい
るものは、その曜日が表示され
ます。会社カレンダーによるも
のやローテーションによるもの
などがあります。週休二日制
は、その形態を表示しています。  

面接の他、筆記試験等を行う
場合もあります。最近では書類
選考で面接前に応募書類を先
に送るケースも増えています。

多くの企業で試用期間を設け
ています。試用期間中は賃金
等の条件が異なることがあり
ます。よく確認しましょう。

応募方法、書類の送付先など
重要なことが記載されている
場合があります。
漏らさずに確認しましょう。

応募者の数によって多少遅れ
るときがあります。面接時にい
つ頃結果が出るか確認するの
も良いでしょう。

あらかじめ雇用する期間が
設定されている求人があ
ります。この場合契約更
新の有無等の情報は備考
欄に掲載されています。

求人者が最も重視する条件
の一つです。あなたの経
験・資格と照らし合わせて
みてください。「○○であ
れば尚可」「○○優遇」の
場合もありますが、基本的
には条件を満たしている方
を望んでいると思った方が
良いでしょう。

年齢制限がある場合でも緩
和される場合もあります。
窓口でご相談ください。

・正社員
・正社員以外（契約社員、
準社員、嘱託等）

・派遣社員（有期雇用、無期
雇用）
・パート　などがあります。

実際の就業場所です。
900

代 表
者 名

法 人
番 号

代表取締役社長　名古屋一郎 0000000000000

900 900

900

求人票の見方
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　公益財団法人　産業雇用安定センターは、昭利62年に労働省（当時）と経済団体の協力により出向・

移籍の専門機関として発足しました。全国に事務所があり、全国ネットを通じて出向・移籍等について

の相談、人材情報の収集及び提供を行っています。

　ハローワークとの違いは、「失業なき労働移動」を目指して、企業都合等で退職を余儀なくされる在

職者を対象に支援しています。登録は退職前に行う必要があり、お申し込みは在職中の企業を経由して

行っていただくことになります。

　生涯現役社会の実現に向けて、高年齢退職予定者・離職者などがお持ちの技術、知識、経験等の情報

を登録し、自らの能カ・経験を生かして66歳以降も働くことを希望する方について紹介・斡旋を行いま

す。登録は、「事業主を経由しての登録」と「個人での登録」の２つの方法があります。個人での登録

（一般登録）ができる方は以下の通りです。

支援途中で退職となった場合は、離職後１年までを限度として支援します。

他都道府県を勤務希望の方は、県外事務所への登録支援をします。

担当制によりきめ細かな支援を行います。

ご利用できる方は

　・企業都合等で退職（早期退職、定年、期間満了等）を余議なくされた方です。

　・退職までに産業雇用安定センターへの登録が必要です。

キャリア人材バンク
登録者情報
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平成29年10月2日（月）～ 平成29年12月15日（金）

42

平成30年2月18日（日）

平成30年3月16日（金）

29
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13

午前（11：00～12：00） 午前（11：00～12：50） 午後（14：30～16：20）

BASIC級 3級 2級 3級 2級

BASIC級
ロジスティクス 3級労務管理 2級人事・人材開発 3級人事・人材開発 2級労務管理

BASIC級生産管理 3級総務 2級企業法務
（取引法務） 3級企業法務 2級総務

3級経理
（簿記・財務諸表） 2級経理 3級経理

（原価計算）
2級企業法務
（組織法務）

3級財務管理 2級経営情報システム
（情報化企画） 3級経営戦略 2級財務管理

（財務管理・管理会計）

3級マーケティング 2級経営戦略 3級経営情報システム 2級経営情報システム（情報化活用）
3級ロジスティクス・
オペレーション 2級営業 3級営業 2級マーケティング

3級生産管理
プランニング

2級ロジスティクス
管理

3級ロジスティクス
管理

2級ロジスティクス・
オペレーション

２級生産管理
オペレーション（作業・
工程・設備管理）

3級生産管理
オペレーション

２級生産管理
プランニング（製品企
画・設計管理）

２級生産管理
オペレーション（購買・
物流・在庫管理）

２級生産管理
プランニング（生産シ
ステム・生産計画）（加
工型・組立型）
２級生産管理
プランニング（生産
システム・生産計画）
（ブロセス型）
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2017年4月1日現在
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Ⅷ http://www3.jeed.or.jp/aichi/poly/zaishoku/
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29

CAD/CAM技術科
【プレス成形金型コース】

CAD/CAM技術科
【射出成形金型コース】

機械製図・２次元ＣＡＤ・３次元ＣＡＤの技術、また、プレス
成形用金型の製作を通じたＣＡＤ/ＣＡＭ、マシニングセンタを
用いた加工に関する技術

機械製図・２次元ＣＡＤ・３次元ＣＡＤの技術、また、プラス
チック製品の金型製作を通じたＣＡＤ/ＣＡＭ・機械加工・測定
の技術

造園、
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生涯現役に向けた各種事業（技能講習）

　厚生労働省では、働き方改革において高齢者の就業を推進していく中で、高齢者を対象に、雇用・

就業に向けた技能講習を開催しています。　⇒　詳しくはホームページをご参照してください。

●就職を希望される５５歳以上の方

●ハローワークに求職登録をしている方

★高齢者スキルアップ・就職促進事業

対象者

●６０歳以上でシルバー人材センターの会員又は入会を希望される方

働く意欲ある高年齢者が生き生きと生涯現役で自立した生活が送れるよう、就労をサポートします。

◎受託先：愛知県高年齢者就業促進協議会　実施団体：公益財団法人　愛知県労働協会

＊再就職や年金等についてキャリアカウ

ンセラーや社会保険労務士がお答えし

ます。

★高齢者活躍人材育成事業

★生涯現役促進地域連携事業

対象者

●就職を希望される55歳以上の方対象者

H29 後期講習内容

H29 講習内容

就職
ハローワーク
主催の面接会

管理
選考

講習 下記　H29講習予定

介護補助員 家事援助 庭木管理 学童保育従事者 刈払機取扱作業者

介護送迎運転者 清掃業務 室内装飾 襖、障子張替 生前整理

接遇 施設管理人 育児従事者

個別相談
求人情報提供

クリーンスタッフ講習

初級パソコン講習

フォークリフト講習

調理補助スタッフ講習

介護補助スタッフ講習

緑地管理講習

警備スタッフ講習

就業講習 下記　H29講習予定

（http://nikken-skillup.com/aichi/）

（http://ailabor.or.jp/guide/works/geneki）

（http://www.sjc.ne.jp/aisiren/jinzaiikusei.html）

◎受託事業所：株式会社　建築資料研究社（日建学園）

◎受託者：公益社団法人　愛知県シルバー人材センター連合会

相談・カウンセリング
＊充実したシニアライフへの提言や今後

の経済プラン等、各種セミナー開催。

生涯現役実現セミナー
＊高年齢者の活用に取り組む企業の事例

を紹介し、生涯現役社会の実現を目指

します。

高年齢者人材活用セミナー

＊自分に適した業種・職種を発見する見

学を開催します。

職場見学会
＊実際の職場での仕事を経験し、仕事に

対する自分の適性を確認しまず。

職場体験会
＊高齢者を採用する意欲ある企業と個

人面接方式で行う小規模合同企業説

明会。

企業ミニ説明会



−48−

Ⅸ

・センターの設置されている市町村に住む、60歳以上の健康で働く意欲をお持ちの方で、退職または引退
過程にある方が対象です。

・働きたいけれども、毎日長時間、長期間はむずかしいという方や、空いている時間を活用して働きたいと

いう方、今までやってきた仕事の経験、技能を活かしたいという方に入会をおすすめします。

・センターの入会説明を受け、趣旨に賛同いただき、入会申込書を提出後、定められた会費を納入していた

だきます。

・仕事は、一般家庭、事業所、官公庁などから依頼された「臨時的、短期的、軽易な」仕事になります。

・会員は、シルバー人材センターから「請負・委任」又は「シルバー派遣（労働者派遣事業）」の形式によ

り仕事を引き受けます。（仕事の内容によっては、「職業紹介」により取り扱う場合もあります。）

・会員は、「自主・自立、共働・共助」の理念のもとに自分の体力・能力、希望に応じて働くことができます。

・センターは、会員に対して公平に就業機会を提供する責任があるため、会員は、通常、ローテーションに

より働いていただきます。

・センターでは、働いた量に応じて報酬をお支払いします。あくまで、センターの仕事は臨時的、短期的、

軽易なものですので、高額になりません。

・「請負・委任」で働いた場合は「配分金」として、「シルバー派遣」で働いた場合は「賃金」として支払われます。

原則として、１か月に働いた分を翌月に、センターから口座振り込みで支払われます。

★「請負・委任」の形式で働く場合
・会員とセンター、会員と仕事先の間に雇用関係

はありません。

・仕事中のケガなどで診察を受ける場合は、各自

加入している健康保険を利用していただきます。

・仕事中の傷害事故（ケガ）、賠償事故には、セ

ンターが加入している「シルバー保険」に基づき

一定の対応がされます。

★「シルバー派遣」の形式で働く場合
・会員とセンターの間に雇用関係、会員と仕事先（派

遣先）の間に指揮命令関係があります。

・仕事中のケガは、労災保険の適用を受けます。

整理
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8, 369
2, 197
2, 422
1, 963
1, 787
1, 568
1, 096

1, 117

414
495
795
931
273
431
470

2, 241

979
1, 108

541
856
352
329
537
521

582

493
667
473

一宮市東五城字備前12番地
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2017年

465
431
422
330
402
512
303

294

431
702

223

329
496

470
278
220
207
275
164
164
101
230
413
121
122
280
374
137

151
72

34, 757
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・使用済み切手、書き損じ葉書、
　ベルマーク、エコキャップ

・災害時の義援金・支援金、
　発展途上国支援、盲導犬、
　介助犬

学習支援

・手話・点訳・要約筆記

・災害被災者の生活支援
・物資の援助、運搬等
・被災者の寄り添い支援、傾聴
・防災意識の啓発

防災・災害ボランティア
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名　　　　　　　称 セ　  ン　  タ　 ー　  所　  在　  地 電　　話

名古屋市のびのび子育てサポート 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号 052−962−5102

とよはしファミリー・サポート・センター 豊橋市前畑町 115　豊橋市総合福祉センターあいトピア内 0532−56−7500

岡崎市　　　　　　　　　〃　 岡崎市十王町 2 − 9　家庭児童課内 0564−87−5050

いちのみや　　　　　　　〃 一宮市栄 3 − 1 − 2　尾張一宮駅前ビル 5 階　中央子育て支援センター内 0586−28−9772

瀬戸市　　　　　　　　　〃 瀬戸市宮脇町 43　せとっ子ファミリー交流館内 0561−97−2525

はんだ　　　　　　　　　〃 半田市広小路町 155 − 3　クラシティ半田 3 階 0569−32−3443

春日井市　　　　　　　　〃 春日井市勝川町 8 −13　子育て子育ち総合支援館内 0568−35−3516

豊川市　　　　　　　　　〃 豊川市諏訪 3 −300　プリオビル 5 階子育て支援センター内 0533−86−5040

津島市　　　　　　　　　〃 愛西市北河田町郷西 343− 1 0567−55−7708

へきなん　　　　　　　　〃 碧南市山神町 8 丁目 35 番地　碧南市こどもプラザ　ここるっくしんかわ内 0566−41−2555

かりやし　　　　　　　　〃 刈谷市若松町 3 − 8 − 2　刈谷市総合健康センター 2 階 0566−61−2720

とよた　　　　　　　　　〃 豊田市若宮町 1 −57− 1　A 館 T − FACE　9 階 0565−37−7135

あんじょう　　　　　　　〃 安城市大東町 8 − 2　あんぱ～く内 0566−72−2315

西尾市　　　　　　　　　〃 西尾市花ノ木町 2 − 1　西尾市総合福祉センター 5 階 0563−57−5007

蒲郡市　　　　　　　　　〃 蒲郡市神明町 22−28　がまごおり児童館内 0533−65−9399

犬山市　　　　　　　　　〃 犬山市大字犬山字東畑 36　犬山市役所こども未来課内 0568−63−3818

とこなめ　　　　　　　　〃 常滑市神明町 3 −35　とこなめ市民交流センター内 080−1588−3931

江南市　　　　　　　　　〃 江南市木賀町大門 19　江南市役所子育て支援センター交通児童遊園内 0587−54−1111

小牧市　　　　　　　　　〃 小牧市小牧 5 −253　中部公民館内 0568−74−4755

稲沢市　　　　　　　　　〃 愛西市北河田町郷西 343− 1 0567−28−5574

新城市　　　　　　　　　〃 新城市日吉字下畑 81　鳥原児童館内 080−6922−7001

東海市　　　　　　　　　〃 東海市大田町後田 20− 1　ソラト太田川 3 階子育て総合支援センター内 0562−85−6556

おおぶ　　　　　　　　　〃 大府市柊山町 2 −24　子どもステーション内 0562−44−4541

知多市　　　　　　　　　〃 知多市岡田緑ヶ丘 22− 1　知多市子育て総合支援センター内 0562−55−0051

ちりゅうし　　　　　　　〃 知立市東栄一丁目 45　知立市中央子育て支援センター内 0566−82−9009

尾張旭市　　　　　　　　〃 尾張旭市新居町明才切 57　尾張旭市保健福祉センター内 0561−51−5571

岩倉市　　　　　　　　　〃 岩倉市栄町 1 −66　岩倉市役所子育て支援課内 0587−38−5810

とよあけ　　　　　　　　〃 豊明市西川町島原 11− 14　豊明市保健センター内 0562−92−5515

にっしん　　　　　　　　〃 日進市栄 4 −1002− 2　にっしん子育て総合支援センター内 0561−74−6262

田原市　　　　　　　　　〃 田原市赤石二丁目 2 番地　田原福祉センター内 0531−23−0610

愛西市　　　　　　　　　〃 愛西市北河田町郷西 343− 1 0567−31−6677

清須　　　　　　　　　　〃 清須市須ケ口 1238 番地　清須市役所子育て支援課内 052−409−0755

北名古屋市　　　　　　　〃 北名古屋市西之保高野 79 番地　北名古屋市児童センターきらり内 0568−22−7601

弥富市　　　　　　　　　〃 弥富市神戸三丁目 20 番地 1　東部児童館内 0567−52−0922

みよし市　　　　　　　　〃 みよし市西陣取山 130 0561−34−2228

あま市・大治町広域　　　〃 あま市甚目寺二伴田 76　あま市役所甚目寺庁舎子育て支援課内 052−462−0150

ながくてファミリー・サポート 長久手市岩作城の内 99　長久手市子育て支援センター内 0561−64−5280

とうごう　　　　　　　　〃 東郷町大字春木字西羽根穴 2225− 4　イーストプラザいこまい館内 0561−38−9674

豊山町ファミリー・サポート・センター 豊山町大字豊場字神戸 188　豊山町総合福祉センター南館ひまわり内 0568−39−0060

大口町すくすくサポート 大口町下小口 3 −139　北児童センター内 0587−95−7141

扶桑町ファミリー・サポート・センター 扶桑町大字高雄字羽根西 44 番地　タイムハウス内 0587−74−0746

蟹江町ファミリー・サポート・センター 蟹江町城四丁目 243 番地 0567−96−8671

みはま　　　　　　　　　〃 美浜町大字布土字南亀井 95− 1　美浜町子育て支援センター内 0569−82−5881

ひがしうら　　　　　　　〃 東浦町大字石浜字三本松 1 −56　総合子育て支援センター内 0562−84−0181

たけとよ　　　　　　　　〃 武豊町長尾山 2　武豊町役場子育て支援課内 0569−72−1111

幸田町　　　　　　　　　〃 幸田町大字上六栗字堀合 31 番地 1　上六栗子育て支援センター内 0564−62−4718



−53−

Ⅸ



−54−

Ⅸ

創業準備スペースご利用者を対象に創業に関する様々なノウハウを実践的に習
得していただくため、全20回に亘り「あいち創業道場」（有料）を開催しています。
その他、創業に関する講座やセミナーも随時開催しています。（一部有料）

販路開拓、
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三河分室 豊橋市駅前大通り3　90　1
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「雇用の創出を伴う事業を始める方」

「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」

「産業競争力強化法に定める認定特例総業支援事業を受けて事業

を始める方」又は「民間金融機関と公庫による協調融資を受け

て事業を始める方」等の一定要件（※２）に該当する方（一定

の要件に該当し、事業を始めた方で事業開始後おおむね７年以

内の方も含みます）

なお、本資金の貸付金残高が1000万以内（今回のご融資分も
含みます。）の方については、本要件を満たすものとします。

（※１）生活衛生関係の事業を営む方は「生活衛生貸付」、食料

品小売業などを営む方は「食品貸付」のご融資対象とな

り、本制度をご利用いただくことはできません。

（※２）詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。

B

運転資金および

B
H29.7.12

税務申告 2期未満

35

（※１）
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Ⅸ

【クラウドファンディング活用促進枠】
クラウドファンディングと連携した創
業に関する取扱いが可能
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人材確保対策コーナー
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赤石  丁目  番地
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9：30～12：00　13：00～17：00
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871 29
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年金事務所（給付は除く）

街角の年金相談センター（全国社会保険労務士連合運営対面相談）

健康保険の任意継続、健康保険給付（療養費・高額療養費・傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料など）のことは

ねんきんダイヤル（年金に対する一般的な電話相談） 全国共通電話番号　  ０５７０－０５－１１６５
IP電話・PHSからは　０３－６７００－１１６５

全国健康保険協会　愛知支部
　４５０－６３６３
名古屋市中村区名駅１－１－１　JPタワー名古屋２３階

０５２－８５６－１４９０
★音声ガイダンス

※電話での相談・予約受付はしていません。

（厚生年金、健康保険の適用徴収）

（国民年金・年金受給の手続、ご相談のみ）



Ⅹ
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H29.8. 1現在
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